
令和５年（２０２３年）１月号

１　ステージ（団体名） ２　展示（教室名） 　登録型本人通知制度は，市が戸籍謄本などを本
 ①プテイフルール・アン 　①絵手紙教室（三原） 人以外の第三者に交付した場合に，交付した事実
 　サンブル（合唱） 　②絵手紙教室（本郷） を本人にお知らせする制度です。
 ②ポコ・ア・ポコみはら 　③書道教室 　戸籍謄本などの不正請求や不
 　（吹奏楽） 　④生花教室 正取得の抑止に効果があるこの
 ③三線クラブゆいまーる 　⑤パソコン教室 制度に一人でも多くの登録をよ
 　（沖縄三線） ろしくお願いします。
 ④三原高校器楽部OB会 ※公開予定 　登録は市民課または各支所ま  市民課のホームペー

 　（吹奏楽）  12月22日12時～  文化祭のホームペ ちづくり係まで  ジに案内します。

 ージに案内します。

人権相談員が相談をお受けします。
相談は無料で，秘密は守られます。
お気軽にご相談ください。 　　 　

　

◇と　き　土・日・祝日を除く10時～16時
◇ところ　三原市人権文化センター
◇電　話　0848-66-1111

「誰 か」 の こ と じ ゃ な い 。 自 分 自 身 の こ と と し て 考 え よ う 。　

発行／三原市人権推進課

編集／三原市人権文化センター

所在地／三原市長谷一丁目６番１号

電話／0848-66-1111

FAX／0848-66-1112

当日観た人も，見逃した人も
戸籍等の不正請求は許さない！ぜひ一度ご覧ください！

人権相談 ■人権文化センター略図

性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮できるよう”私らしく暮らせる

みはらへ”に向けて私たちに何ができるかみんなで考えてみましょう。

と き １月１１日（水）①10:00～11:00 ②14:00～15:00 

ところ 三原市人権文化センター ２階大会議室

内 容 ・講演 「私らしく暮らせるみはらへ」

人権啓発指導員 別所邦彦（べっしょくにひこ）さん

・意見交換会 人権文化センター職員がパネラーとなり

男女共同参画について身近で分かりやすい話題で

意見交換をします。

定 員 各回とも35人で申し込み不要 入場無料

※ 午前・午後とも同じ内容で実施します。都合のいい時間の回にご参加ください。

イクメンお父さん



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                    

 

 

 

 

 

 

人権のひろば 

【目標４．質の高い教育をみんなに】  

どんな人
ひと

でも差別
さ べ つ

されることなく，総合的
そうごうてき

かつ公正
こうせい

でしっかりとした教育
きょういく

を，生涯
しょうがい

にわたって提供
ていきょう

され，学
まな

ぶことができる社会にすることが目標です。 

「学校に行
い

きたい」 

ユネスコの統計
とうけい

資料
しりょう

によると，学校
がっこう

に通
かよ

えていない子
こ

ども（6～14歳
さい

）が約
やく

1億
おく

2100万人
まんにん

いま

す。（15〜18 歳）も合わせると約 2 億 5,800 万人の子どもが学校に通えていません。また，文字
も じ

の読
よ

み書
か

きができない成人
せいじん

は約 7億 7,300万人（世界の 15歳以上
いじょう

の 6人に 1人）いて，サハラ

以南
い な ん

のアフリカや，女性
じょせい

の識字率
し き じ りつ

が低
ひく

い傾向
けいこう

にあります。 

「日本
に ほ ん

の現状
げんじょう

」 

日本では，2021年の生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給者
じゅきゅうしゃ

の数
かず

は約200万人となっており，経済
けいざい

格差
か く さ

が進学率
しんがくりつ

の差
さ

となって表
あらわ

れています。全世帯
ぜんせたい

の大学
だいがく

等
とう

の進学率が75.2%なのに対して，生活保護世帯の進学率

は 39．9%となっており，2倍
ばい

近
ちか

くの開
ひら

きがあります（厚生労働省「生活保護制度の現状について」より引

用）。進学塾
じゅく

や家庭
か て い

教師
きょうし

などの費用
ひ よ う

を出
だ

せるかどうかで教育
きょういく

を受
う

ける機会
き か い

に差
さ

がつくだけでなく，

大学へ通
かよ

うには，入学
にゅうがく

金
きん

や授業料
じゅぎょうりょう

などの費用が必要
ひつよう

になるために諦
あきら

めざるを得
え

ないといったこ

とが頻繁
ひんぱん

に起
お

こっています。 

「教育とは学校教育だけをいうのではない」 

目標では，すべての人
ひと

が，就学前
しゅうがくまえ

教育から，就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な職 業
しょくぎょう

教育まで平等
びょうどう

に教育を受
う

けるこ

とを保障
ほしょう

するとともに，生涯教育によって，持続可能なライフスタイル，⼈権，平等，平和
へ い わ

及び非暴
ひ ぼ う

力
りょく

，豊
ゆた

かな文化
ぶ ん か

などが保
たも

たれる社会の実現をめざしています。 

ＳＤＧｓは，持続可能でよりよい社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す世界
せ か い

共通
きょうつう

の目標として，2030年度
ね ん ど

を達成
たっせい

年限
ねんげん

とし，17 のゴール（目標）で構成
こうせい

されています。“人権
じんけん

のひろば” では，人権に関
かん

する目標を

紹介
しょうかい

していきます。 

  1月 24日
にち

は「法律
ほうりつ

扶助
ふ じ ょ

の日
ひ

」 

  1952（昭和
しょうわ

27）年 1月 24日，法律扶助協会
きょうかい

が制定
せいてい

しました。法律扶助とは，経済的
けいざいてき

な理由
り ゆ う

など

で裁判
さいばん

を行えない人びとに対
たい

して，裁判費用
ひ よ う

の立
た

て替
か

えなど弁護士
べ ん ご し

・司法
し ほ う

書士
し ょ し

の費用を援助
えんじょ

するこ

とによって裁判を受けることを保障する制度
せ い ど

のことをいいます。国民
こくみん

は裁判によって自
みずか

らの利益
り え き

を

守
まも

ることを主張
しゅちょう

できますが，裁判を受けることができるのは大切
たいせつ

な権利
け ん り

の一
ひと

つだといえます。これ

を機会
き か い

に人権について改
あらた

めて考
かんが

えてみませんか？ 

 

 


